
伊 丹 市 住 宅 改 造 助 成 事 業 実 施 要 綱  

  （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 生 涯 に 渡 り 自 宅 で の 生 活 を 希 望 す る 高 齢 者 及 び

障 害 者 が ， 住 み 慣 れ た 住 宅 で 安 心 し て 健 や か な 生 活 が お く れ る よ う

に ， 介 護 及 び そ の 予 防 の た め 既 存 の 住 宅 の 改 造 等 を す る 費 用 を 助 成

す る こ と に よ り ， 福 祉 の 増 進 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 「 改 造 」 と は ， 人 生 い き い き 住 宅 助 成 事 業

実 施 要 綱（ 平 成 ３ ０ 年 兵 庫 県 要 綱 。以 下「 兵 庫 県 要 綱 」と い う 。）に

基 づ き ， 既 存 の 建 築 物 の 構 造 耐 力 上 主 要 な 部 分 （ 建 築 物 の 倒 壊 の 防

止 等 を 目 的 と す る 構 造 耐 力 上 の 面 か ら み て 主 要 な 部 分 で ， 筋 交 い の

入 っ た 構 造 耐 力 上 必 要 な 壁 ，柱 等 を い う 。）の 変 更 を 伴 わ な い ，新 た

な 部 品 の 取 付 け ， 設 備 の 更 新 等 を い う 。  

 （ 対 象 世 帯 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に よ る 助 成 の 対 象 と な る 世 帯 は ， 市 内 に 居 住 し ， 自

宅 で の 生 活 を 希 望 す る 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 （ 以 下 「 対

象 者 」と い う 。）が 属 す る 世 帯 で ，対 象 者 の た め の 住 宅 の 改 造 を 必 要

と す る も の と す る 。  

⑴   介 護 保 険 の 要 介 護 認 定 又 は 要 支 援 認 定 を 受 け た 被 保 険 者（ 当 該

認 定 申 請 を 行 っ た 者 で 市 長 が 認 め る 者 を 含 む ）  

⑵   身 体 障 害 者 の 手 帳 の 交 付 を 受 け た 者（ 当 該 手 帳 の 交 付 申 請 を 行

っ た 者 で 市 長 が 認 め る 者 を 含 む ）  

⑶   療 育 手 帳 の 交 付 を 受 け た 者（ 当 該 手 帳 の 交 付 申 請 を 行 っ た 者 で

市 長 が 認 め る 者 を 含 む ）  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 対 象 者 が ， 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 ３ ８ 年 法

律 第 １ ３ ３ 号 ） 第 ２ ０ 条 の ５ に 規 定 す る 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム に 入 所

す る 予 定 が あ る 場 合 ， 転 居 す る 予 定 が あ る 場 合 そ の 他 当 該 住 宅 に 居

住 し な く な る 予 定 が あ る 場 合 は ， 助 成 の 対 象 と し な い 。  

 （ 助 成 の 対 象 等 ）  

第 ４ 条  こ の 要 綱 に よ る 助 成 の 対 象 と な る 改 造 は ， 対 象 者 が 日 常 生 活



を 営 む う え で 必 要 が あ る と 市 長 が 認 め る も の と す る 。 こ の 場 合 に お

い て ， 市 長 は ， 当 該 改 造 の 必 要 性 及 び 対 象 経 費 に つ い て ， 県 要 綱 第

８ 条 の ２ 第 １ 項 に 基 づ き ， 次 の 各 号 か ら 選 任 し ， 又 は 委 嘱 し た 住 ま

い の 改 良 相 談 員（ 以 下「 改 良 相 談 員 」と い う 。）に 調 整 さ せ る も の と

す る 。  

⑴  福 祉 関 係 職 種  

⑵  保 健 ・ 医 療 関 係 職 種  

⑶  建 築 関 係 職 種  

２  前 項 の 規 定 は ， 共 同 住 宅 に つ い て は ， 原 則 と し て 専 用 部 分 の 改 造

に 限 り 適 用 す る も の と し ， 賃 貸 住 宅 に つ い て は ， 所 有 者 の 許 可 又 は

承 認 を 得 て い る 場 合 に 限 り 適 用 す る も の と す る 。  

 （ 公 営 住 宅 に 係 る 助 成 の 対 象 ）  

第 ５ 条  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず ， 公 営 住 宅 の 改 造 に つ い て は ， 当 該

住 宅 の 事 業 主 体 に 承 認 を 得 た 場 合 で ， 原 状 回 復 が 容 易 な 改 造 で あ り ，

か つ 改 良 相 談 員 が 特 に 必 要 と 認 め る も の に 限 り ， こ の 要 綱 に よ る 助

成 の 対 象 と す る 。  

 （ 申 請 ）  

第 ６ 条  こ の 要 綱 に よ る 助 成 を 受 け よ う と す る 者 又 は そ の 者 の 属 す る

世 帯 の 生 計 中 心 者 は ， 伊 丹 市 住 宅 改 造 助 成 事 業 実 施 申 請 書 （ 様 式 第

１ 号 ）に ，次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 

⑴   住 宅 改 造 工 事 計 画 書 （ 図 面 ）  

⑵   工 事 費 見 積 書  

⑶   工 事 承 諾 書（ 家 族 所 有 の 持 家 ，借 家 及 び 公 営 住 宅 等 の 場 合 に 限

る 。）  

⑷   世 帯 全 員 の 前 年 分 の 所 得 税 額 を 証 明 す る 書 類 等 及 び 市 県 民 税

課 税 証 明 書（ た だ し ，別 表 中 Ａ 階 層 及 び Ｂ 階 層 に つ い て は ，市 県

民 税 課 税 証 明 書 の み 。）  

⑸   前 各 号 に 定 め る も の の ほ か ， 市 長 が 特 に 必 要 と 認 め る も の  

（ 決 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 前 条 の 申 請 を 受 け た と き は ， そ の 必 要 性 を 検 討 し て



助 成 の 可 否 を 決 定 し ， 伊 丹 市 住 宅 改 造 助 成 事 業 実 施 決 定 （ 却 下 ） 通

知 書 （ 様 式 第 ２ 号 ） に よ り 当 該 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 決 定 に 際 し ， 市 長 は ， 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 改 良 相 談 員

を 活 用 す る ほ か ，保 健 ，福 祉 サ ー ビ ス と の 調 整 及 び 連 携 を 図 る た め ，

必 要 に 応 じ て 関 係 機 関 と の 調 整 会 議 に お い て 助 成 の 可 否 ， 内 容 等 に

つ い て 検 討 さ せ る も の と す る 。  

 （ 工 事 内 容 の 変 更 ）  

第 ８ 条  前 条 に 基 づ く 助 成 の 決 定 を 受 け た 者 は ，当 該 決 定 を 受 け た 後 ,  

改 造 内 容 に 変 更 が 生 じ た 場 合 は ， 速 や か に 市 長 に 変 更 を 申 し 出 た の

ち ， 伊 丹 市 住 宅 改 造 助 成 事 業 実 施 変 更 申 請 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） を 提 出

し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 申 請 の 取 下 げ ）  

第 ９ 条  第 ７ 条 に 基 づ く 助 成 の 決 定 を 受 け た 後 ， こ の 要 綱 に よ る 助 成

を 取 り 下 げ よ う と す る 者 は ， 伊 丹 市 住 宅 改 造 助 成 事 業 実 施 取 下 げ 申

請 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に 伊 丹 市 住 宅 改 造 助 成 事 業 決 定 （ 却 下 ） 通 知 書

（ 様 式 第 ２ 号 ） を 添 え て ， 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 変 更 の 決 定 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は ， 第 ８ 条 の 申 請 を 受 け た と き は ， そ の 必 要 性 を 検 討

し て 助 成 の 内 容 変 更 の 可 否 を 決 定 し ， 伊 丹 市 住 宅 改 造 助 成 事 業 実 施

変 更 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 当 該 申 請 者 に 通 知 す る も の と

す る 。  

 （ 工 事 完 了 ）  

第 １ １ 条  助 成 の 決 定 を 受 け た 者 は ， 当 該 決 定 を 受 け た 改 造 が 完 了 し

た 場 合 に お い て は ， 速 や か に 工 事 契 約 書 及 び 伊 丹 市 住 宅 改 造 助 成 事

業 工 事 完 了 届 （ 様 式 第 ６ 号 ） を 市 長 に 提 出 し て ， 工 事 完 了 の 確 認 を

受 け な け れ ば な ら な い 。  

 （ 助 成 金 の 請 求 ）  

第 １ ２ 条  助 成 の 決 定 を 受 け た 者 は ， 前 条 の 規 定 に よ り 工 事 完 了 の 確

認 を 受 け た 後 ，速 や か に 伊 丹 市 住 宅 改 造 助 成 金 請 求 書（ 様 式 第 ７ 号 ）

に ， 当 該 工 事 に 要 し た 費 用 の 額 を 証 明 す る 書 類 ， そ の 他 必 要 な 書 類



を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 助 成 金 の 交 付 ）  

第 １ ３ 条   市 長 は ， 前 条 の 請 求 を 受 け た と き は ， 工 事 内 容 を 審 査 し ，

適 当 と 認 め た と き は ,  助 成 金 の 額 を 確 定 し ， 申 請 者 の 請 求 に 基 づ き

助 成 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

２  助 成 金 の 額 は ， 改 良 相 談 員 が 現 地 確 認 の う え ， 住 宅 改 造 の 必 要 性

及 び 緊 急 性 等 を 評 価 し ， 必 要 と 認 め る 範 囲 の 改 造 に 要 す る 額 （ た だ

し ， １ ， ０ ０ ０ 千 円 を 限 度 と す る 。 ） か ら 次 の 各 号 に 掲 げ る 額 を 控

除 し た 額（ 以 下「 助 成 対 象 額 」と い う 。）に ，別 表 に 定 め る 世 帯 階 層

区 分 に 応 じ た バ リ ア フ リ ー 改 造 の 欄 に 定 め る 助 成 率 を 乗 じ て 得 た 額

（ た だ し ， １ 千 円 未 満 は 切 り 捨 て た 額 ） と す る 。  

⑴   第 ３ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 該 当 す る 者 が 属 す る 世 帯  介 護 保 険 法

（ 平 成 ９ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ）の 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 限 度 額 又 は 介

護 予 防 住 宅 改 修 費 限 度 額  

⑵   第 ３ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 該 当 す る 者 が 属 す る 世 帯  障 害 者 の 日

常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律（ 平 成 １ ７ 年

法 律 第 １ ２ ３ 号 ）に お け る 地 域 生 活 支 援 事 業 に 位 置 づ け ら れ て い

る 日 常 生 活 用 具 給 付 等 事 業 の 住 宅 改 修 費 の 支 給 対 象 と な る も の

は そ の 支 給 限 度 額  

（ 助 成 決 定 の 取 消 し 等 ）  

第 １ ４ 条   市 長 は ， 実 施 決 定 を 受 け た 者 が ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る と き は ， 助 成 の 決 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

⑴   偽 り そ の 他 不 正 な 行 為 に よ り 事 業 の 実 施 決 定 を 受 け た と き 。  

⑵   前 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， こ の 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

２   市 長 は ， 前 項 の 取 消 し を 決 定 し た 場 合 に お い て ， 当 該 取 消 し に 係

る 部 分 に つ い て ， 既 に 助 成 金 が 交 付 さ れ て い る と き は ， そ の 返 還 を

命 ず る も の と す る 。  

 （ 財 産 の 帰 属 ）  

第 １ ５ 条  こ の 要 綱 に よ る 助 成 を 受 け た こ と に よ り 得 た 財 産 は ， 申 請

者 に 帰 属 す る 。 た だ し ， 原 則 と し て ５ 年 間 助 成 を 受 け た 箇 所 の 改 変



を 行 わ な い も の と す る 。  

 （ 対 象 住 宅 の 管 理 ）  

第 １ ６ 条  こ の 事 業 の 実 施 を 受 け た 者 は ， 再 度 助 成 を 受 け る こ と は で

き な い 。 ま た ， 他 の 助 成 事 業 と 重 ね て 当 該 事 業 の 助 成 を 受 け る こ と

は で き な い 。 た だ し ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は ， 市 長

と の 協 議 に よ り ， 再 度 当 該 事 業 の 助 成 を 認 め る こ と が で き る 。  

⑴   対 象 者 の 身 体 機 能 等 の 著 し い 低 下 等 に よ り ，そ の 状 況 に 合 わ せ

た 改 造 が 特 に 必 要 と 認 め ら れ る 場 合  

⑵   こ の 事 業 を 受 け た 同 一 世 帯 で ，新 た な 対 象 者 が 生 じ ，そ の 状 況

に 合 わ せ た 改 造 が 特 に 必 要 と 認 め ら れ る 場 合  

⑶   著 し く 要 介 護 状 態 が 重 く な っ た 場 合 等 で ，以 前 に 受 給 し た 介 護

保 険 制 度 の 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 又 は 介 護 予 防 住 宅 改 修 費 の 額 に

か か わ ら ず ，改 め て そ の 時 点 で の 支 給 限 度 基 準 額 ま で の 住 宅 改 修

費 の 受 給 が 可 能 と な っ た 場 合  

 （ 介 護 保 険 制 度 等 の 優 先 ）  

第 １ ７ 条  こ の 要 綱 の 適 用 に あ た っ て は ， 介 護 保 険 制 度 に よ る 住 宅 改

修 ， 障 害 者 総 合 支 援 法 に お け る 地 域 生 活 支 援 事 業 に 位 置 づ け ら れ て

い る 日 常 生 活 用 具 給 付 等 事 業 の 対 象 と な る 住 宅 改 修 を 優 先 し て 行 う

も の と し ，対 象 工 事 の 実 施 に 当 た っ て は ，福 祉 用 具 等 の 活 用 を 図 り ，

支 援 相 談 員 及 び 関 係 機 関 等 と 連 携 の 上 ， 住 宅 改 造 と 一 体 的 に 実 施 す

る も の と す る 。  

 （ 事 業 の 委 託 ）  

第 １ ８ 条  こ の 要 綱 に 基 づ く 事 務 に つ い て ， 改 良 相 談 員 の 委 嘱 に 関 す

る 事 務 な ら び に 助 成 金 の 交 付 決 定 及 び 交 付 の 事 務 を 除 き ， 市 長 が 適

切 と 認 め る も の に 委 託 す る こ と が で き る 。  

 （ 細 則 ）  

第 １ ９ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か ， 事 業 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項

は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

    付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  



１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 伊 丹 市 住 宅 改 造 助 成 事 業 実 施 要 綱 の 廃 止 ）  

２  伊 丹 市 住 宅 改 造 助 成 事 業 実 施 要 綱 （ 平 成 ３ 年 ９ 月 １ 日 施 行 ） は ，  

 廃 止 す る 。  

   付  則  

  （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 住 宅 改 造 助 成 事 業 実 施 要 綱 の 規 定

は ，平 成 １ ２ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 申 請 書 を 提 出 し た 者 に つ い て 適 用 し ，

同 日 前 に 申 請 書 を 提 出 し た 者 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

   付  則  

  （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 住 宅 改 造 助 成 事 業 実 施 要 綱 の 規 定

は ，平 成 １ ５ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 申 請 書 を 提 出 し た 者 に つ い て 適 用 し ，

同 日 前 に 申 請 書 を 提 出 し た 者 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

   付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 住 宅 改 造 助 成 事 業 実 施 要 綱 の 規 定

は ， 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 以 後 に 申 請 書 を 提 出 し た 者 に つ い て 適 用 し ，

同 日 前 に 申 請 書 を 提 出 し た 者 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ０ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 住 宅 改 造 助 成 事 業 実 施 要 綱 の 規 定

は ， 平 成 ２ ０ 年 ７ 月 １ 日 以 後 に 申 請 書 を 提 出 し た 者 に つ い て 適 用 し ，

同 日 前 に 申 請 書 を 提 出 し た 者 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

   付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

 こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ３ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 元 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



別 表  

世  帯  階  層  区  分  

ﾊ ﾞ ﾘ ｱ ﾌ ﾘ ｰ改 造  

助 成 率  

Ａ  
生 活 保 護 法（ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ４ ４ 号 ）に よ

る 被 保 護 世 帯 （ 単 給 世 帯 を 含 む 。）  
３ ／ ３  

Ｂ  
生 計 中 心 者 が 当 該 年 度 分 市 町 村 民 税 非 課 税 の

世 帯  
９ ／ 1 0  

Ｃ  
生 計 中 心 者 が 前 年 分 所 得 税 非 課 税 で 当 該 年 度

分 市 町 村 民 税 均 等 割 の み 課 税 の 世 帯  
９ ／ 1 0  

Ｄ  
生 計 中 心 者 が 前 年 分 所 得 税 非 課 税 で 当 該 年 度

分 市 町 村 民 税 所 得 割 及 び 均 等 割 課 税 の 世 帯  
２ ／ ３  

Ｅ  

生 計 中 心 者 が 前 年 分 所 得 税 課 税 の 世 帯 （ 所 得

税 の 額 が ７ 万 円 以 下 の 世 帯 で あ っ て ， 生 計 中

心 者 が 給 与 収 入 の み の 者 で 前 年 分 の 給 与 収 入

金 額 が ８ ０ ０ 万 円 以 下 の 世 帯 及 び 生 計 中 心 者

が 給 与 収 入 の み 以 外 の 者 で 前 年 分 の 所 得 金 額

が ６ ０ ０ 万 円 以 下 の 世 帯 ）  

１ ／ ２  

 備 考  １  「 給 与 収 入 金 額 」 と は ， 住 民 税 納 税 通 知 書 等 の 支 払 給 与

の 総 額（ 税 込 み 年 収 ）を い い ，「 所 得 金 額 」と は ，納 税 証 明

書 等 の 所 得 金 額 を い う 。 た だ し ， 所 得 税 法 上 の 譲 渡 所 得 ，

一 時 所 得 ， 雑 所 得 ， 退 職 所 得 及 び 山 林 所 得 の 所 得 金 額 を 含

ま な い も の と す る 。  

    ２  「 所 得 税 額 」と は ，所 得 税 法（ 昭 和 ４ ０ 年 法 律 第 ３ ３ 号 ），

租 税 特 別 措 置 法 （ 昭 和 ３ ２ 年 法 律 第 ２ ６ 号 ） 及 び 災 害 被 害

者 に 対 す る 租 税 の 減 免 ， 徴 収 猶 予 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ２



２ 年 法 律 第 １ ７ ５ 号 ） の 規 定 に よ っ て 計 算 さ れ た 所 得 税 の

額 を い う 。 た だ し ， 所 得 税 額 を 計 算 す る 場 合 に は ， 次 の 規

定 は 適 用 し な い も の と す る 。  

⑴   所 得 税 法 第 ９ ２ 条 第 １ 項 並 び に 第 ９ ５ 条 第 １ 項 ，第 ２

項 及 び 第 ３ 項  

⑵   租 税 特 別 措 置 法 第 ４ １ 条 第 １ 項 ， 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項  

⑶   租 税 特 別 措 置 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律（ 平 成 １ ０ 年

法 律 第 ２ ３ 号 ） 附 則 第 １ ２ 条  

３  申 請 書 が ， １ 月 か ら ６ 月 ま で の 間 に 受 理 さ れ た 場 合 に あ

っ て は ，「 前 年 分 の 所 得 税 」と あ る の は「 前 々 年 分 の 所 得 税 」

と し ， 申 請 書 が ４ 月 か ら ６ 月 ま で の 間 に 受 理 さ れ た 場 合 に

あ っ て は ，「 当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 」と あ る の は「 前 年 度

分 の 市 町 村 民 税 」 と す る 。  


